
指定管理者募集要綱【施設名 当麻町健康福祉施設】 

当  麻  町 

1  施設の名称及び位置 

施設の名 称 ヘルシーシャトー・デイサービスセンター・保健福祉センター 

施設の所在地 当麻町６条西４丁目１３６１番地８ 

 

２ 申請資格 

(1) 団体であること。 

(2)  団体又はその代表者が次の事項に該当しないこと。 

ア  法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項

（同項を準用する場合を含む。）の規定により、当町における一般競争

入札等の参加を制限されている者 

エ  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規

定による指定の取消しを受けたことがある者 

オ  指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第９２

条の２及び第１４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条

の５第６項の規定に抵触することとなる者 

カ  国税及び地方税を滞納している者 

キ 当麻町暴力団排除条例（平成２５年条例第２６号）第２条第３号に規

定する暴力団関係事業者 

３  申請受付期間及び受付時間 

(1) 受付期間 

令和７年１２月２２日（月）から令和８年１月１９日（月）まで 

(2) 受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

４ 申請書類 

(1) 指定管理者指定申請書（様式１） 

(2) 申請資格を有していることを証する書類 

申込資格 書類の内容 

２(1) 法人の場合 ・法人登記簿の謄本 

・団体の定款、寄附行為、規約その他こ

れらに相当する書類 

非法人の場合 ・団体の規約 



２(2)ア及び

イ 

法人の場合 不要 

非法人の場合 ・代表者の身分証明書 

２(2)ウ及びオ ・２(2)ウ及びオに該当しない旨の申 

立書（様式２） 

２(2) 

カ 

国税

及び

地方

税 

納税義務がある場合 

 

・納税証明書（この要綱の配布開始日 

以降に交付されたもの） 

納税義務がない場合 ・その旨を記載した申立書（様式２） 

 

(3) 管理に係る業務の計画書（様式３） 

(4)  管理に係る収支の計画書（様式４） 

(5)  団体の経営状況を説明する書類 

・前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産

的取引活動をしている団体のみ） 

・前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成

しているもののみ） 

・現事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類（既

に財産的取引活動をしている団体及び新たにこの施設の管理業務以外の

事業を開始する団体のみ） 

(6)  団体の活動内容等を記載した書類 

・事業報告書（作成している場合のみ） 

・役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当 

する書類 

５ 管理運営の考え方 

(1) この施設の性格  

   町民の健康保持に資するための健康増進施設であると同時に、町内外の多

数の住民から利用されている当麻町の代表的な観光施設です。また、民間事

業者の経営努力や創意工夫により、利用者数の一層の増進を図り、より効率

的で効果的な運営が期待できる施設です。 

(2)  休館日及び開館時間 

   開館時間 午前８時３０分から午後１０時まで 

   休 館 日 １２月３１日から１月３日まで、特に指定管理者が必要があ

ると認めるときは、これを変更することができる。 

 (3) 施設の使用許可について 

当麻町健康福祉施設の設置及び管理に関する条例（平成６年条例第１５号。

以下「設置条例」といいます。）第６条の規定に基づき、使用の許可等を行



ってください。 

(4)  施設の使用制限に関する事項 

設置条例第７条に定める事項に該当する場合には、利用を制限することが

できます。 

(5)  利用料金について 

ア  利用料金制度の採用 

地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制度を採用します。 

イ  利用料金の額 

利用料金の額は、設置条例第９条の規定のとおりです。これを変更しよ

うとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければなりません。 

ウ  利用料金の減免 

設置条例第１０条の規定により、利用料金の減免を行うことができます。 

エ  発行済みの回数券の取扱い 

すでに発行した回数券は、令和８年度以降も使用することができます。

この使用による利用料金については、利用後に町が精算します。 

オ  発行済みの半年券、年間券の取扱い 

すでに発行した半年券、年間券の取扱いは、町と指定管理者で協議をい

たします。 

(6)  施設の管理運営に伴う人員の確保及び資格について 

施設の管理運営に必要な人員又は資格者等（危険物取扱者、ボイラー技士、

食品衛生管理者、安全運転管理者等）は、指定管理者において配置してくだ

さい。 

(7)  個人情報の取扱いについて 

指定管理者には、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)

第６６条第２項の規定により、施設の管理を行うに当たって保有する個人情

報の取扱いに関して町と同等の責務（収集の制限、利用及び提供の制限等）

が課せられるほか、後日町と締結する協定において、町から利用者に関する

個人情報の開示の要求等があった場合には、これに応じなければならない義

務が課せられます。 

(8) 当麻町情報公開条例の適用について 

指定管理者には、当麻町情報公開条例（平成１２年条例第１号）第２４条

の規定により、公文書公開の努力義務が課せられるほか、後日町と締結する

協定において、町から管理業務に関する文書等の提出の要求があった場合に

は、これに応じなければならない義務が課せられます。 

 (9)  当麻町行政手続条例の適用について 

指定管理者は、当麻町行政手続条例（平成９年条例第２４号）の規定に該



当するため、利用許可等は同条例の定めに従って行うこととなります。 

６  指定管理者が行う業務 

(1)  施設の管理運営 

(2)  施設の使用許可等 

(3) 施設の使用料徴収等 

(4) 施設及び付属施設の維持管理 

(5) 施設内レストランの運営管理 

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務   

７  指定期間 

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで（２年間） 

８ 指定管理料 

(1)  単年度の指定管理料の参考となる額（指定管理料の実績） 

  令和２年度  ４０，３１３千円（決算額） 

令和３年度  ５０，９９７千円（決算額） 

令和４年度  ５２，３０９千円（決算額） 

令和５年度  ５２，６６６千円（決算額） 

令和６年度  ５４，７７２千円 (決算額) 

※令和２年度は新型コロナウイルスに係る補填含む 

※令和３年度～６年度設備工事等による休館に係る補填含む 

※詳細は資料（別紙）④施設の収支状況を参照 

(2)  指定管理者が行う業務に要する費用(指定管理料の予算額上限) 

令和８年度・９年度における指定管理料の予算額（各年度）上限は次のとお

りとします。 

「年間８０，２００千円」 

  ア.当麻町議会において予算に関する議決が得られなかった場合は、提案さ

れた金額が変更される場合があります。 

イ.指定管理料について、予測のしない収入の減少や支出の増加が発生した

場合又は、余剰金が生じた場合は、協議により追加の支給又は、返還を求

める場合があります。 

９  選定基準 

(1)  公の施設として利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られ

るものであること。 

(2)  施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

(3)  施設の管理運営を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力

を有しており、又は確保できる見込みがあること。 

(4)  施設の適切な管理運営及び管理に係る経費の縮減が図られるものである



こと。 

10 資料（別紙） 

   別紙資料の③ヘルシーシャトー・保健福祉センター平面図、④施設の収

支状況、⑤施設の利用状況、⑥委託業務仕様書、⑦使用料減免基準につい

ては必要に応じ送付いたします。 

11  その他 

(1)  様式のダウンロードについて 

この募集要綱に関係する様式は、町のホームページからダウンロードする

ことができます。 

当麻町ホームページ：http://www.town.tohma.hokkaido.jp 

 (2)  申請者からの聴き取り調査について 

必要に応じて、申請者から提出書類の内容について聴き取り調査を行いま

す。詳細は後日ご連絡します。 

(3)  選定結果等の公表について 

申請書類及び選定結果については、公表する場合があります。 

12 申請書類の提出(提出部数)及び問い合わせ先 

  (1)提出部数 １部 

(2)提出先(問い合わせ先) 

当麻町役場保健福祉課健康推進係 

住所  〒078-1393 上川郡当麻町３条東２丁目１１番１号 

TEL  ０１６６（８４）２１１１  FAX ０１６６（８４）４８８３  


